
件数 人数 件数

<85.5%>

△ 1,492人

<56.4%>

△ 536人

<94.7%>

△ 30人

<105.0%>

164人

<155.4%>

36人

<88.0%>

△ 1,858人

<106.9%>

1,885人

<100.1%>

27人
合　計 42,715人

1日当たりの利用者数

小　計 1,205件 13,621人

6
図書室

（貸出者数）

289日 101人

1日当たりの利用者数

60人

1日当たりの利用者数

図書室開館日数

228日

貸館開館日数

4

図書室開館日数

5 101人48件団体活動室 65人

1,003件 15,479人

1日当たりの利用者数

61人

3,468人604件会議室

令和３年度 令和２年度

令和3年度　筑邦市民センター多目的棟施設毎の利用状況

10,317人

人数

令和2年度利用者数

1,230人

令和3年度利用者数
施設名No

2

ホール/体育館 553件 8,825人 593件1

体育館（個人） ー

3 ー533人ートレーニング室

ー

〈対前年度〉
利用者数

貸館開館日数

253日

563人

3,304人

27,209人

42,688人

29,094人

269日

37件

373件

101人

694人

1 



筑邦市民センター多目的棟　施設別利用人数実績推移

単位：人（図書室は、貸出者数）

年度 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

ホール 17,237 19,369 19,102 19,064 16,747 15,330 15,286 9,392 1,138 1,245

体育館（団体） 9,315 8,315 7,387 6,951 8,797 9,749 9,484 7,259 9,179 7,580

体育館（個人） 966 849 1,093 1,269 1,485 1,475 1,829 1,794 1,230 694

ホール　計 27,518 28,533 27,582 27,284 27,029 26,554 26,599 18,445 11,547 9,519

会議室 23,879 25,350 26,615 24,469 26,293 25,828 25,916 19,072 3,304 3,468

トレーニング室 1,404 1,540 1,586 1,322 1,463 1,759 1,697 1,378 563 533

団体活動室 397 428 375 339 297 310 420 334 65 101

図書室 34,296 34,220 33,182 33,088 35,852 35,152 36,500 33,801 27,209 29,094

合　計 87,494 90,071 89,340 86,502 90,934 89,603 91,132 73,030 42,688 42,715
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■令和３年度　筑邦市民センター多目的棟　自主事業実施状況報告一覧

１．現代的・社会的課題に関する学習講座

収　入 支　出

多目的棟カレッジ 10月 1
10:00～
12:00

会議室 30 9 9 0 13,200

12月 1
13:30～
15:30

会議室 30 11 11 0 5,500

2月 1
10:00～
12:00

会議室 30 5 5 0 0

シニアライフ充活講座 10～12月 6
10:00～
12:00

会議室 20 12 67 18,000 45,650

２．ライフスタイル別市民学習講座

収入 支出

シニアパソコン教室 10～12月 6
10:00～
12:00

会議室 20 11 60 39,600 33,000

1～3月 6
10:00～
12:00

会議室 20 14 69 50,400 33,000

初めての実用書道教室 10～12月 6
10:00～
12:00

会議室 15 6 30 20,400 33,000

1～3月 6
10:00～
12:00

会議室 15 11 57 39,600 33,000

初めてのちぎり絵教室 10～12月 6
10:00～
12:00

会議室 20 中止 中止 0 0

1～3月 5
10:00～
12:00

会議室 20 中止 中止 0 0

３．ライフステージ別市民学習講座

収入 支出

90分ヨガ教室 4～6月 2
11:00～
12:30

多目的
ホール

20 22 38 27,500 19,800

7～9月 5
11:00～
12:30

多目的
ホール

20 21 70 78,750 49,500

10～12月 12
11:00～
12:30

多目的
ホール

20 20 189 180,000 118,800

1～3月 12
11:00～
12:30

多目的
ホール

20 18 157 156,000 118,800

60分ヨガ教室 4～6月 2
9:45～
10:45

多目的
ホール

20 21 36 21,000 13,200

7～9月 5
9:45～
10:45

多目的
ホール

20 20 83 50,000 33,000

10～12月 12
9:45～
10:45

多目的
ホール

20 21 212 126,000 79,200

1～3月 12
9:45～
10:45

多目的
ホール

20 24 240 144,000 79,200

夜ヨガ教室 4～6月 4
19:00～
20:30

多目的
ホール

20 21 67 63,000 39,600

7～9月 4
19:00～
20:30

多目的
ホール

20 18 64 49,500 36,300

10～12月 12
19:00～
20:30

多目的
ホール

20 22 197 204,000 118,800

1～3月 12
19:00～
20:30

多目的
ホール

20 13 129 114,000 118,800

幼児運動教室 11～12月 4
17:30～
18:30

多目的
ホール

20 中止 中止 0 0

小学生ものづくり教室 3月 1
10:30～
12:00

会議室 10 中止 中止 0 0

延人数
収支

収支
定員 参加者 延人数事業名 実施時期 回数 実施時間 会場

定員 参加者 延人数
収支

事業名 実施時期 回数

事業名 実施時期 回数 実施時間 会場

実施時間 会場 定員 参加者

4 



筑邦自学支援事業 7月～3月 - - 会議室 12 527 527 0 0

４．図書室における自主事業

収入 支出

読書週間事業 10月 1事業 - 図書室 - 38 38 0 0

図書室お仕事体験事業 10月 1
10:00～
13:00

図書室 10 中止 中止 0 0

図書室お話会
 （読み聞かせ）

月2回 24
11:00～
12:00

図書室 - 中止 中止 0 0

パパママ読み聞かせ教室 11月 1
13:00～
14:30

会議室 15 中止 中止 0 0

1月 1
13:00～
14:30

会議室 15 中止 中止 0 0

５．市民活動活性化事業

収入 支出

ちくほう文化展示会 3月 1
10:00～
16:00

全　館 - 50 50 0 0

卓球大会 9月 1
10:00～
16:00

多目的
ホール

- 中止 中止 0 0

収入 支出

935 2,405 1,381,750 1,021,350

収支

事業名 実施時期 回数 実施時間 会場

自主事業合計
参加者 延人数

収支

定員 参加者 延人数
収支

事業名 実施時期 回数 実施時間 会場 定員 参加者 延人数

5 



■令和４年度　筑邦市民センター多目的棟　自主事業計画

1 多目的棟カレッジ 一般 ７月～２月 土 ４回 10:00～12:00 30 会議室

2
多目的棟カレッジ　★
(サテライト講座)

一般 ７月～２月 土 ４回 10:00～12:00 30 会議室

3 シニアライフ充活講座 高齢者 ７月～１１月
第２・４
水

８回 10:00～1２:０0 15 会議室他

4
パソコン教室
（エクセル・ワード入門編）

市民 ４月～３月 第1・3金 ２４回 10:00～12:00 20 会議室

5
パソコン教室
（インターネット活用編）　★

市民 ４月～３月 第1・3火 ２４回 10:00～12:00 20 会議室

6 初めての実用書道教室 市民 ４月～3月 第1・3水 ２４回 10:00～12:00 12 会議室

7 初めての水彩色鉛筆画教室　★ 市民 ４月～3月
第２・４
木

２４回 10:00～12:00 20 会議室

8
ライフステージ別
市民学習講座

90分ヨガ 成人 ４月～３月 金
48回
程度

11:00～12:30 25
多目的
ホール

9 60分ヨガ 成人 ４月～３月 金
48回
程度

9:45～10:45 35
多目的
ホール

10 夜ヨガ教室 成人 ４月～３月 水
48回
程度

19:00～20:30 20
多目的
ホール

11 夏休み科学実験教室 小学生 １２月 土 1回
13:00～
16:00

10 体育館

12 筑邦自学支援事業 一般 年間 - - - 12 会議室

13 読書週間事業 小学生 ９月～１０月 - - - - 図書室

14 読書の森（読書活動推進事業） ‐
①９月～１０月
②１２月

- - ‐ ‐ 図書室等

15 図書室お話会（読み聞かせ）
幼児
小学生
等

月２回 土 24 11:00～12:00 - 図書室

16 夏休み読書感想文応援事業 小学生 ７月～８月 - - 10:00～18:00 - 図書室

17 ちくほう文化祭 利用者 ３月 土 1 10:00～16:00 - 全　館

18 筑邦ほのぼの親善卓球大会 利用者 １０月 土 1 9:30～17:00 - ホール

NO 事業区分 事業名 対象者 実施時期 曜日

図書室事業

市民活動活性化事
業

回数 実施時間 定員 会場

現代的・社会的課
題に対応した学習
機会の提供

ライフスタイル別
市民学習講座



筑邦市民センター多目的棟管理運営委員会委員名簿 

                       

氏  名 委   員   区   分 

原  寛 地域在住学識経験者       

 高濵 幸一 地域在住学識経験者       

松尾 義久 地域在住学識経験者         

 諸藤 繁俊 地域委員 (大善寺校区) 

中島 浩一 地域委員 (安武校区)      

大津山 究 地域委員 (荒木校区)      

山口 貴將 地域委員 (津福校区) 

樋口 節子 多目的棟利用者    

田川 マサ子 多目的棟利用者    

佐藤 小枝子 多目的棟利用者    

堀口 裕子 多目的棟利用者 

中西 亮子 多目的棟利用者 

任期 令和３年 10月 27日～令和５年 10月 26日 

 

 

 



筑邦市民センター多目的棟管理運営委員会設置要綱 

 

（目的及び設置） 

第１条 『市民の文化の向上、余暇の活用、学習活動の支援及び交流活動の促進を図り、 

もって豊かな市民生活を実現する』という筑邦市民センター多目的棟の設置目的を十

分発揮できるよう、その円滑な運営を図るため、又、管理体制について協議するため

筑邦市民センター多目的棟管理運営委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、次の各号に掲げる事項について協議する。 

（１）多目的棟の利用及び運営に関する事項 

（２）管理体制に関する事項 

（３）その他特に必要な事項 

 

（委員会の構成） 

第３条 委員会は、１３人以内をもって組織する。  

２ 委員会の委員は、別表に掲げる者のうち市長が任命又は委嘱する。 

 

（委員） 

第４条 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。  

２ 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。  

 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長各１人を置き、委員の互選によってこれを定める。 

２ 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故がある時は、その職務を代理する。 

 

（会議） 

第６条 委員会の会議は、委員長が召集し、会議の議長となる。 

２ 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は委員長の決するところ

による。 

 

（庶務） 

第７条 委員会の庶務は、市民文化部において処理する。 

 

（補則） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。 

 

 



 

別 表 

区     分 人  数 

 

 多目的棟利用者 

 

5 名 

 

地域在住学識経験者 

 

3 名 

 

荒木校区代表者 

 

１ 名 

 

安武校区代表者 

 

１ 名 

  

大善寺校区代表者 

 

1 名 

 

 津福校区代表者 

 

１ 名 

 

 その他市長が必要と認める者 

 

 

１ 名 

以内 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


